
社会体育施設使用料試算表（案） 【資料８】

現行（B案）

改正案（A案）

改正案（B案）

1.体育館

区分 9：00～12：00 12：00～15：00 15：00～18：00 18：00～21：00

現行 3,770円 3,770円 3,770円 3,770円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 1,890円 1,890円 1,890円 1,890円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 17,290円 17,290円 17,290円 17,290円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 63,380円 63,380円 63,380円 63,380円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 520円 520円 520円 520円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 1,260円 1,260円 1,260円 1,260円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 1,890円 1,890円 1,890円 1,890円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 8,640円 8,640円 8,640円 8,640円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 31,690円 31,690円 31,690円 31,690円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 520円 520円 520円 520円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 10,130円 10,130円 10,130円 10,130円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 37,160円 37,160円 37,160円 37,160円

改正案（A案）

改正案（B案）

アマチュアスポーツ

アマチュアスポーツ以外(集会、講演
会等)

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

利用者負担割合

生駒市北大和体育
館

生駒市小平尾南体
育館

生駒市井出山体育
館

むかいやま公園体
育館

１㎡当たりの応分負担額 増加率

多目的室

アマチュアスポーツ

アマチュアスポーツ以外(集会、講演
会等)

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

47% －

会議室

アマチュアスポー
ツ

体育室半面

体育室全面

アマチュアスポーツ以外(集会、講演
会等)

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

会議室

生駒市生駒北ス
ポーツセンター体

育館

生駒市市民体育館

生駒市総合公園体
育館
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2.武道館

区分 9：00～13：00 13：00～17：00 17：00～21：00

現行 2,510円 2,510円 2,510円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 1,260円 1,260円 1,260円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 11,180円 11,180円 11,180円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 42,250円 42,250円 42,250円

改正案（A案）

改正案（B案）

1人につき 1人につき 1人につき

現行 100円 100円 100円

改正案（A案）

改正案（B案）

3.グラウンド

区分 9：00～13：00 13：00～17：00 17：00～19：00 17：00～21：00

現行 1,680円 1,680円 630円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 6,910円 6,910円 3,460円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 25,350円 25,350円 12,680円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 4,190円 4,190円 4,190円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 2,090円 2,090円 2,090円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 17,290円 17,290円 17,290円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 63,380円 63,380円 63,380円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行

改正案（A案）

改正案（B案）

現行

改正案（A案）

改正案（B案）

個人使用

小人及び障がい者
等

大人(障がい者等
を除く。以下同

じ。)

1人につき1回

1人につき1回

生駒市生駒北ス
ポーツセンターグ

ラウンド

生駒市生駒北ス
ポーツセンター野

球場

全面

半面

アマチュアスポー
ツ

アマチュアスポーツ以外(集会、講演
会等)

アマチュアスポーツ

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

アマチュアスポーツ以外(集会、講演
会等)

生駒市生駒北ス
ポーツセンターグ
ラウンドランニン

グトラック

個人使用

アマチュアスポー
ツ

半面

全面

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

100円

アマチュアスポーツ以外(集会、講演
会等)

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

専用使用

生駒市武道館

210円
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現行 1,360円 1,360円 520円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 6,910円 6,910円 3,460円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 25,350円 25,350円 12,680円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 1,680円 1,680円 1,680円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 6,910円 6,910円 6,910円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 25,350円 25,350円 25,350円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 1,360円 1,360円 1,360円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 6,910円 6,910円 6,910円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 25,350円 25,350円 25,350円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 630円 630円 630円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 3,460円 3,460円 3,460円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 12,680円 12,680円 12,680円

改正案（A案）

改正案（B案）

4.テニスコート

区分 9：00～11：00 11：00～13：00 13：00～15：00 15：00～17：00 17：00～19：00 19：00～21：00

1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 1,260円 1,260円 1,260円 1,260円 1,050円

改正案（A案）

改正案（B案）

1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 5,190円 5,190円 5,190円 5,190円 5,190円

改正案（A案）

改正案（B案）

1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 19,010円 19,010円 19,010円 19,010円 19,010円

改正案（A案）

改正案（B案）

生駒市生駒北ス
ポーツセンターテ

ニスコート

生駒市浄化セン
ターテニスコート
(砂入り人工芝型)

イモ山公園テニス
コート

滝寺公園テニス
コート

アマチュアスポーツ以外(集会、講演
会等)

アマチュアスポーツ

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

アマチュアスポーツ以外(集会、講演
会等)

生駒市小平尾南少
年グラウンド

イモ山公園グラウ
ンド

生駒市総合公園グ
ラウンド

生駒市健民グラウ
ンド

生駒市北大和野球
場

生駒市井出山グラ
ウンド

生駒市北大和グラ
ウンド

むかいやま公園グ
ラウンド

アマチュアスポーツ

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

アマチュアスポーツ以外(集会、講演
会等)

アマチュアスポーツ

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

アマチュアスポー
ツ

指定管理者が特に
必要があると認め
る営利使用の場合

アマチュアスポー
ツ以外(集会、講

演会等)

アマチュアスポーツ

指定管理者が特に必要があると認め
る営利使用の場合

アマチュアスポーツ以外(集会、講演
会等)
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1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 730円 730円 730円 730円 630円

改正案（A案）

改正案（B案）

1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 3,460円 3,460円 3,460円 3,460円 3,460円

改正案（A案）

改正案（B案）

1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 12,680円 12,680円 12,680円 12,680円 12,680円

改正案（A案）

改正案（B案）

1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 1,260円 1,260円 1,260円 1,260円 1,260円 1,260円

改正案（A案）

改正案（B案）

1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 5,190円 5,190円 5,190円 5,190円 5,190円 5,190円

改正案（A案）

改正案（B案）

1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき 1コートにつき

現行 19,010円 19,010円 19,010円 19,010円 19,010円 19,010円

改正案（A案）

改正案（B案）

5.プール①

区分 10：00～12：00 13：00～17：00

1人につき 1人につき

現行 210円 310円

改正案（A案）

改正案（B案）

1人につき 1人につき

現行 100円 210円

改正案（A案）

改正案（B案）

1人につき 1人につき

現行 160円 210円

改正案（A案）

改正案（B案）

1人につき 1人につき

現行 50円 160円

改正案（A案）

改正案（B案）

生駒市浄化セン
ターテニスコート

(全天候型)

生駒市健民テニス
コート

生駒市総合公園テ
ニスコート

生駒山麓公園テニ
スコート

むかいやま公園テ
ニスコート

個人使用

団体使用

イモ山公園プール

指定管理者が特に
必要があると認め
る営利使用の場合

アマチュアスポー
ツ以外(集会、講

演会等)

アマチュアスポー
ツ

大人

小人及び障がい者
等

大人

小人及び障がい者
等

指定管理者が特に
必要があると認め
る営利使用の場合

アマチュアスポー
ツ以外(集会、講

演会等)

アマチュアスポー
ツ
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6.プール②

区分 9：00～22：00

1人につき

現行 840円以内

改正案（A案）

改正案（B案）

1人につき

現行 1,260円以内

改正案（A案）

改正案（B案）

1人につき

現行 7,330円以内

改正案（A案）

改正案（B案）

7.相撲場

区分 9：00～13：00 13：00～17：00 17：00～19：00

現行 310円 310円 210円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 1,730円 1,730円 1,730円

改正案（A案）

改正案（B案）

現行 6,340円 6,340円 6,340円

改正案（A案）

改正案（B案）

生駒市総合公園相
撲場

指定管理者が特に
必要があると認め
る営利使用の場合

アマチュアスポー
ツ以外(集会、講

演会等)

アマチュアスポー
ツ

プールのみ

プール、トレーニ
ングジム及びスタ

ジオ

プール及びトレー
ニングジム

井出山屋内温水
プール

当日

月間
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